
○前橋市亀里地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

平成１６年７月２２日 

条例第１７号 

改正 平成３０年６月２６日条例第２９号 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第６８条の２第１項の規定に基づき、亀里地区における建築物に関する制限を定め

ることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な

都市環境を確保することを目的とする。 

（適用区域） 

第２条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第２０条第１項の規定により告示した前橋都市計画亀里地区地区計画（以下「地区

計画」という。）の区域とする。 

（建築物の用途） 

第３条 地区計画計画図に表示する区域において、次に掲げる建築物以外は、建築し

てはならない。 

(1) 事務所、研究所及び研修所（宿泊研修施設を含む。） 

(2) 展示場 

(3) 工場（自動車修理工場及び法別表第２（ぬ）項第３号に掲げるものを除く。た

だし、同号に掲げるもののうち、市長が周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそ

れがないと認めて前橋市建築審査会の同意を得て許可したものについては、この

限りでない。） 

(4) 公益上必要な建築物 

(5) 前各号の建築物に附属するもの 

（平３０条例２９・一部改正） 

（建築物の敷地面積） 

第４条 建築物の敷地面積は、１，０００平方メートル以上でなければならない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同

項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その



全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

(1) 前項の規定が改正された場合においては、改正後の同項の規定の施行又は適用

の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反するこ

ととなった土地 

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

（建築物の外壁の後退距離） 

第５条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、３メー

トル以上でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に定められた距離に満たない距離にある建築物又

は建築物の部分が、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３メート

ル以下に該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６条 法第３条第２項の規定により第３条の規定の適用を受けない建築物について、

次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場

合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第３条の規

定は、適用しない。 

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時（法第３条第２項の規

定により第３条の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定

により引き続き第３条の規定（同条の規定が改正された場合においては改正前の

規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。）

における敷地内におけるものであること。 

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えない

こと。 

(3) 増築後の第３条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合

計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第７条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得



ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、

適用しない。 

２ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ前橋市建築審

査会の同意を得なければならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

（罰則） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第３条から第５条までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は

建築設備の建築主、築造主、所有者、管理者、占有者又は設置者 

(2) 第３条から第５条までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は

建築設備の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わな

いで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施

工者） 

（両罰規定） 

第１０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が当該

法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、当該行為者を罰するほか、

当該法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人

その他の従事者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び

監督が尽くされたことの証明があったときは、当該法人又は人については、この限

りでない。 

附 則 

この条例は、平成１６年８月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２６日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


